
令和 ６ 年度

測 量 業 務 （ 起 工 ） 設 計 書

業 務 名 地籍図・地籍簿作成業務（２３０１）

業 務 場 所 琴浦町大字佐崎外



地籍調査事業地籍図・地籍簿作成業務仕様書

概 要

１ 国土調査法に基づく地籍調査事業について、地上法における数値地籍測量により別表の成

果品を作成する。

２ 委託業務名

地籍図・地籍簿作成業務（２３０１）

３ 工期

契約日から令和７年２月２８日

４ 委託場所

琴浦町大字佐崎、大字太一垣及び大字西宮の各一部

５ 委託業務の範囲

別紙図面の範囲とする。

６ 業務概要

７ 成果品

別表による。

８ 法令等の適用

「地籍調査作業規程準則」、「基準点作業規程準則」及び関係法令等によるほか計画機関

の指示に従うものとする。

９ その他

（１）成果品について、検査を受け不合格のものは、受注者において速やかに訂正するもの

とする。

（２）本仕様書及び業務実施中に疑義又は詳細について不明な点が生じたときは、双方協議

して決定するものとする。

（３）受注者は、この受注事業の処理によって知り得た情報を厳重に管理し、一切外に漏ら

さないこと。

（４）受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務については、

契約後10日以内にその業務内容を測量調査設計業務実績情報システム（TECRIS：テクリ

ス）に登録すること。

また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ち

に調査職員に提出すること。

なお、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。

（５） 1年目工程（C,E,FⅠ,FⅡ-1）と2年目工程（FⅡ-2,G,H）で実施業者が異なる場合、

1年目工程の実施業者または発注者から成果データを引き継ぐこと。

計画区

コード
精 度 縮 尺 視 通 測量工程 実施数量 測 量 法

２３０１ 乙2 1/500 山Ⅰ FⅡ-2,G,H ０．１５k㎡ 地上法



別 紙

地 籍 調 査 事 業 地 籍 測 量 成 果 品（地 上 法）

備考 １ 記録及び成果は、別に国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長が定める記載例等に基づいて作

成するものとする。

２ 観測計算諸簿とは、観測手簿、観測記簿、計算簿及び観測図である。ただし、地積測定観測計算

諸簿にあっては観測手簿、観測記簿及び観測図を要しない。

３ 記録及び成果のうち各工程の精度管理表、成果簿及び地籍図原図並びに地籍明細図を除き電磁的

記録によることができる。

４ 地籍図原図とは、国土調査法第 17条の規定（公告、閲覧、修正）による手続前のものである。

工 程 成 果 品 名

FⅡ－２工程

地籍図原図の作成

① 筆界点番号図

② 筆界点成果簿

③ 地籍図一覧図

④ 仮作図

⑤ 地籍図原図

⑥ 地籍明細図（必要な場合）

G工程

地 積 測 定

① 地積測定観測計算諸簿

② 地積測定成果簿

③ 筆界点座標値等の電磁的記録

④ 精度管理表

H工程

地籍図及び地籍簿の作成

① 地籍図

② 地籍簿

地籍図複製（複図） ① 地籍図複図 1部（ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ#300以上）

そ の 他

① 工程表

② 検査成績表

③ その他作業工程上必要な資料

④ その他監督員の指示するもの


